平成21年8月24日

飯田市立病院分娩料の改定について

１　改定の必要性、理由

· 　分娩料については、国の動向や他の医療機関の状況を考慮しつつ、原価計算に基づいた適正な金額に随時見直すことが必要です。そのことが当地域における産科医療体制を守り、「子どもを産み育てやすい環境の充実」を実現することになると考えます。
· 　医師不足のため、平成20年4月から里帰り出産について一部制限してきましたが、医師の招聘により本年3月に実質的な解除を行いました。このほか信州大学からの派遣により医師の確保を図り、産科医療体制の維持に努めています。

· 　助産師のさらなる増員を行い、最近増加してきている「立会い分娩」や「産後の健診と育児相談」など総合的ケアに対応しています。
２　改定の経過

· 産科医療機関の減少に対処し、当地域でお産ができる場所を守るため、平成19年７月に１４年間据え置いてきた分娩料を改定しました。このときは妊産婦の負担等に配慮し、実際にかかる費用よりも若干抑えた金額にしましたが、２～3年後には見直しさせていただくことを説明してきました。

· 産科医療補償制度の導入に伴い、平成21年1月に3万円の増額をしましたが、これは全て保険料であり、実質的な値上げは行っていません。

· 平成22年４月に診療報酬と同時改定する計画でしたが、本年10月から出産育児一時金が増額されることになったため、これに合わせて改定します。

３　改定額
（１）分娩料（正常分娩）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　（単位：円）

	区分
	時　間　帯
	現  行
	改　定　額
	差額

	単　胎
	平日時間内 
	１７０,０００
	２１０,０００
	４０,０００

	
	平日時間外 
	１８８,０００
	２３３,０００
	４５,０００

	
	休日・深夜　
	２０５,０００
	２５５,０００
	５０,０００


平均改定率　２３．１％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※双胎以上についても、単胎に準じて改定します。

（２）帝王切開時分娩介助料　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

	区  　分
	現  行
	改　定　額
	差額

	単　胎
	１３０,０００
	１５９,０００
	２９,０００


平均改定率　２０．６%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※双胎以上についても、単胎に準じて改定します。

４　改定の考え方

１分娩あたりの原価計算を行ったところ、233,000円（233,125円）となりますが、妊産婦の負担等に配慮し、また県内における連携強化病院及び自治体立病院等の料金を参考にして、原価よりも抑えて210,000円としました。
５　改定期日

平成２１年１０月１日

　飯田市立病院等料金条例施行規則を改正し施行します。

６　標準的な出産費用について

	
	
	
	
	
	
	
	
	（単位 ： 円）
	

	
	出産費用の内訳
	現行
	改定
	差額
	備　　考
	

	
	 分娩料
	170,000
	210,000
	40,000
	　
	

	
	 その他
	250,000
	250,000
	0
	　
	

	
	 小計
	420,000
	460,000
	40,000
	　
	

	
	　　出産育児一時金
	380,000
	420,000
	40,000
	　
	

	
	　　差引個人負担分
	40,000
	40,000
	0
	　
	

	
	
	
	
	１件あたり病院持ち出し負担額（A）
	23,000
	 算定基準額－改定分娩料
	

	
	
	
	
	 年間負担額 （病院持ち出し分）
	18,400,000
	 （A）×800件
	


７　参考

	【厚労省研究班による出産費の実態調査　－　平成21年1月】

 ・最も高いのは、東京都の51万５千円、最も低いのは、熊本県の34万６千円。（約1.5倍の地域格差）

 ・全国平均は42万４千円、長野県は42万７千円。

 ・医療機関側が 「適正と考える出産費用」は、平均53万５千円。

 ・研究班では、緊急時に備えた人員配置の経費などを含めると、「真に安全な出産管理には60万円は必要」 と結論付けている。


	【全国自治体病院協議会　邉見公雄会長「会長就任の挨拶」－ 平成20年5月29日】

 「（前略） 我々公立病院の分娩料が安価過ぎ、それが日本の産科医療をスポイルしているとの厚労省調査報告について３月の　理事会で議論されました。次の常務理事会では、公正取引委員会に抵触しない程度の分娩料引き上げの姿勢を協議会として　打ち出し、会員病院を支えてそれを推進しなければなりません。（後略）」
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